
平
成
二
十
八
年
内
閣
府
令
第
六
号

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行
規
則

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一

項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
三

項
、
第
四
項
、
第
五
項
第
三
号
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
一
条
第
一

項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
不
当

景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
及
び
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行

令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

（
公
聴
会
の
公
告
）

第
二
条
　
消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
を
開
こ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
期
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
公
聴
会
の

期
日
及
び
場
所
、
案
件
の
内
容
並
び
に
意
見
申
出
要
領

を
官
報
又
は
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新

聞
紙
に
掲
載
し
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
述
人
の
選
定
）

第
三
条
　
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
申
し
出
た
者
の

う
ち
か
ら
消
費
者
庁
長
官
が
選
定
し
、
本
人
に
そ
の
旨

を
通
知
す
る
。

２
　
消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
選
定
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
案
件
に
対
し
て
、
賛
成
者
及
び
反
対
者
が

あ
る
と
き
は
、
一
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
述
の
依
頼
）

第
四
条
　
消
費
者
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
学
識
経
験
者
又
は
関
係
行
政
機
関
の
職
員
に
公

聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
公
聴
会
の
実
施
）

第
五
条
　
公
聴
会
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
指
定
す
る
消
費

者
庁
の
職
員
に
主
宰
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
主
宰
し
た
職
員
は
、

次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成

し
、
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
聴
会
の
記
録
）

第
六
条
　
消
費
者
庁
長
官
は
、
公
聴
会
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
案
件
の
内
容

二
　
公
聴
会
の
期
日
及
び
場
所

三
　
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
た
者
の
氏
名
、
住

所
及
び
職
業
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者

の
氏
名
）
並
び
に
そ
の
意
見
の
要
旨

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
七
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
要

求
の
手
続
）

第
七
条
　
消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
七
条
第
二
項
又
は
第

八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
資
料
の
提
出
を
求
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付

し
て
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
資
料
の
提
出
を
求
め
る
表
示

三
　
資
料
を
提
出
す
べ
き
期
限
及
び
場
所

２
　
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る

期
間
は
、
前
項
の
文
書
を
交
付
し
た
日
か
ら
十
五
日
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
者

が
当
該
期
間
内
に
資
料
を
提
出
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て

正
当
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

措
置
）

第
八
条
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
措
置
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
表
示
が
同
条

第
一
項
た
だ
し
書
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

を
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲

載
す
る
方
法
そ
の
他
の
不
当
に
顧
客
を
誘
引
し
、
一
般

消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
を
阻
害
す

る
お
そ
れ
を
解
消
す
る
相
当
な
方
法
に
よ
り
一
般
消
費

者
に
周
知
す
る
措
置
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

合
理
的
な
方
法
）

第
八
条
の
二
　
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
合
理
的
な
方
法
は
、
課
徴
金
対
象
期
間
の
う

ち
課
徴
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
を
把
握
し

た
期
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
に
定
め
る
売
上
額
を
当

該
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
課
徴
金
対
象
期

間
の
う
ち
当
該
事
実
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期

間
の
日
数
を
乗
ず
る
方
法
と
す
る
。

（
課
徴
金
対
象
行
為
に
該
当
す
る
事
実
の
報
告
の
方
法
）

第
九
条
　
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
報
告
書
（
当
該
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
を
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
消
費
者
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
直
接
持
参
す
る
方
法

二
　
書
留
郵
便
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
。
第

三
項
に
お
い
て
「
信
書
便
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は

同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ

る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
で
あ
っ

て
当
該
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
当
該
特
定
信

書
便
事
業
者
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を

行
う
も
の
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
送
付

す
る
方
法

三
　
電
磁
的
記
録
を
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
方
法
（
以
下
「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
課
徴
金
対
象
行
為
に
該
当
す

る
事
実
の
内
容
を
示
す
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報

告
書
を
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
（
簡
易
郵
便
局

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
簡
易
郵
便
局
を
含
み
、
郵
便
の
業
務

を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
差
し
出
し
た
日
時
を
郵
便

物
の
受
領
証
に
よ
り
証
明
し
た
と
き
は
そ
の
日
時
に
、

そ
の
郵
便
物
又
は
信
書
便
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
信
書
便
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
信
書
便
物
」

と
い
う
。
）
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
時

が
明
瞭
で
あ
る
と
き
は
そ
の
日
時
に
、
そ
の
郵
便
物
又

は
信
書
便
物
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
時

の
う
ち
日
の
み
が
明
瞭
で
あ
っ
て
時
刻
が
明
瞭
で
な
い

と
き
は
表
示
さ
れ
た
日
の
午
後
十
二
時
に
、
そ
の
表
示

が
な
い
と
き
又
は
そ
の
表
示
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
そ

の
郵
便
物
又
は
信
書
便
物
に
つ
い
て
通
常
要
す
る
送
付

日
数
を
基
準
と
し
た
場
合
に
そ
の
日
に
相
当
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
日
の
午
後
十
二
時
に
、
当
該
報
告
書
が

消
費
者
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
一
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
記
録
が
送
信
さ
れ
た
場
合
は
、
消
費
者
庁
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
が
さ
れ
た
時
に
、
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
が
消
費

者
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
認
定
の
申
請
の
方
法
）

第
十
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
予
定
返

金
措
置
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
十
一

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」

と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
（
当
該
申

請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を

含
む
。
）
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
銭
以
外
の
支
払
手
段
を
交
付
す
る
措
置
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
に
係

る
支
払
手
段
が
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
七
項
に
規
定

す
る
第
三
者
型
発
行
者
が
発
行
す
る
同
条
第
一
項
第

一
号
の
前
払
式
支
払
手
段
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
次

条
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

二
　
実
施
予
定
返
金
措
置
の
対
象
と
な
る
者
が
当
該
実

施
予
定
返
金
措
置
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
周
知

に
関
す
る
事
項
を
示
す
資
料

三
　
実
施
予
定
返
金
措
置
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
調

達
方
法
を
証
す
る
資
料

四
　
そ
の
他
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
資
料

（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

基
準
）

第
十
条
の
二
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
銭
と
同

様
に
通
常
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
前
払
式
支
払
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
地
域
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
特
定
消

費
者
に
よ
る
当
該
前
払
式
支
払
手
段
の
使
用
が
困
難

で
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
前
払
式
支
払
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
又
は
期
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当

該
期
間
又
は
期
限
が
著
し
く
短
い
も
の
で
な
い
こ

と
。

三
　
当
該
前
払
式
支
払
手
段
を
使
用
し
て
そ
の
代
価
の

弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
品
そ
の
他
の
財
産
的

価
値
（
本
邦
通
貨
及
び
外
国
通
貨
を
除
く
。
）
又
は

役
務
の
範
囲
が
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
消
費
者
の

利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

1



（
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
等
）

第
十
一
条
　
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
前
に
既
に
実
施

し
た
返
金
措
置
（
次
項
に
お
い
て
「
認
定
申
請
前
の

返
金
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏

名
又
は
名
称

二
　
前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る

商
品
の
引
渡
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
日
（
申

請
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
額

の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
前
号
に
規
定

す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る
商
品
の
購
入
又

は
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
）

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
か
ら
の
法
第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
。

四
　
金
銭
以
外
の
支
払
手
段
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
者
か
ら
法
第
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
承
諾
が
あ
っ
た
こ
と
。

五
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
取
引
に
係
る
商
品
又
は

役
務
の
令
第
四
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

購
入
額
（
申
請
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第

一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第

五
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
購
入
額
）
及

び
当
該
購
入
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額

六
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
金
銭
を
交
付
し

た
日

七
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
交
付
し
た
金
銭

の
額
及
び
計
算
方
法

八
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
金
銭
の
交
付

方
法

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
第
十
条
第
一
項
の
申
請

書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
に
は
、
認
定

申
請
前
の
返
金
措
置
を
実
施
し
た
こ
と
を
証
す
る
資
料

（
金
銭
以
外
の
支
払
手
段
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
前
項
第
四
号
に
定
め
る
事
項
を
証
す
る
資
料
を
含

む
。
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
）

第
十
二
条
　
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し

よ
う
と
す
る
者
（
次
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て

「
申
請
後
認
定
前
報
告
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
三

に
よ
る
報
告
書
（
当
該
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
消
費
者
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
後
こ
れ
に
対
す

る
処
分
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
返
金
措
置

（
第
八
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
申
請
後
認
定
前
の

返
金
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏

名
又
は
名
称

二
　
前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る

商
品
の
引
渡
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
日
（
申

請
後
認
定
前
報
告
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条

第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
前
号
に
規
定
す
る
者
が
課
徴
金
対
象
行
為
に
係
る

商
品
の
購
入
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
を
締
結

し
た
日
）

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
か
ら
の
法
第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
。

四
　
金
銭
以
外
の
支
払
手
段
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
者
か
ら
法
第
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
承
諾
が
あ
っ
た
こ
と
。

五
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
取
引
に
係
る
商
品
又
は

役
務
の
令
第
四
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

購
入
額
（
申
請
後
認
定
前
報
告
者
に
係
る
法
第
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い

て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
令
第
五
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
購
入
額
）
及
び
当
該
購
入
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ

て
得
た
額

六
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
金
銭
を
交
付
し

た
日

七
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
交
付
し
た
金
銭

の
額
及
び
計
算
方
法

八
　
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
金
銭
の
交
付

方
法

九
　
申
請
後
認
定
前
の
返
金
措
置
に
要
し
た
資
金
の
額

及
び
そ
の
調
達
方
法

十
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
第
一
項
の
報
告
書
に
は
、
申
請
後
認
定
前
の
返
金
措

置
を
実
施
し
た
こ
と
を
証
す
る
資
料
（
金
銭
以
外
の
支

払
手
段
を
交
付
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
四
号

に
定
め
る
事
項
を
証
す
る
資
料
を
含
む
。
）
及
び
当
該

返
金
措
置
の
実
施
に
要
し
た
資
金
の
調
達
方
法
を
証
す

る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
期
間
）

第
十
三
条
　
法
第
十
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
が
、
第
十
条
第
一
項
の
申
請

書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
た
日
か
ら
四
月
を
経
過

す
る
日
（
法
第
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ

た
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
実
施
期
間
の
末
日
か
ら

一
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定

の
申
請
の
方
法
）

第
十
四
条
　
法
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
実
施

予
定
返
金
措
置
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
認
定
事
業
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
（
当
該

申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
含
む
。
）
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
十
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
の
通
知
に
係
る
資
料
の
写
し
そ
の
他
同
条
第

六
項
の
認
定
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記

載
又
は
記
録
し
た
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
の
実
施
結
果
の
報
告

の
方
法
）

第
十
五
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
報
告
書
（
当

該
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
）
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
後
に
実
施
さ
れ
た
返
金

措
置
が
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
（
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
適
合
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
資

料
二
　
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に
係
る
実
施
予
定

返
金
措
置
の
対
象
と
な
る
者
が
当
該
実
施
予
定
返
金

措
置
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
周
知
に
関
す
る
実

施
状
況
を
証
す
る
資
料

三
　
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
後
に
実
施
さ
れ
た
返
金

措
置
に
要
し
た
資
金
の
調
達
方
法
を
証
す
る
資
料

（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
金
銭
の
額
の
計
算
）

第
十
六
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
次
項
に
定

め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し

た
額
と
す
る
。

一
　
認
定
事
業
者
が
実
施
し
た
認
定
実
施
予
定
返
金
措

置
計
画
に
係
る
返
金
措
置
（
当
該
認
定
実
施
予
定
返

金
措
置
計
画
に
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項

が
記
載
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
報
告
に

係
る
返
金
措
置
を
含
む
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
が
当
該

返
金
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
取
引
に
係
る
商
品

又
は
役
務
の
令
第
四
条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定

し
た
購
入
額
（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
し
た
者
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
売
上
額
の
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一

項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
五

条
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
購
入
額
。
以
下

「
特
定
購
入
額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
上
回

る
と
き
　
当
該
特
定
購
入
額
に
相
当
す
る
額

二
　
認
定
事
業
者
が
実
施
し
た
認
定
実
施
予
定
返
金
措

置
計
画
に
係
る
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金

銭
の
額
が
特
定
購
入
額
に
相
当
す
る
額
以
下
で
あ
る

と
き
　
当
該
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭

の
額

２
　
法
第
十
二
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
事
業

承
継
子
会
社
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
、
そ
の

う
ち
二
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
法
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
実
施
予
定
返
金
措
置
計

画
に
係
る
返
金
措
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二
以

上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
」
と
い
う
。
）
の
結
果
を

報
告
し
、
消
費
者
庁
長
官
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
が
当
該
二
以

上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
係
る
認
定
実
施
予
定

返
金
措
置
計
画
に
そ
れ
ぞ
れ
適
合
し
て
実
施
さ
れ
た
と

認
め
た
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会

社
等
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
の
対
象
と

な
っ
た
者
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
（
令
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
承
継
子
会

社
等
が
行
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
返
金
措
置
を
除

く
。
）
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
の
合
計

額
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
事
業
承
継
子

会
社
等
が
行
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
返
金
措
置
に
お

い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
（
当
該
返
金
措
置
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
零
）
を
加
え
た
額
（
ロ
に

お
い
て
「
特
定
交
付
額
」
と
い
う
。
）
が
特
定
購
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入
額
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る
と
き
　
当
該
特
定

購
入
額
に
相
当
す
る
額

ロ
　
イ
に
該
当
し
な
い
と
き
　
特
定
交
付
額
に
相
当

す
る
額

二
　
前
号
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
二
以
上
子
会
社
等
実
施
返
金
措
置
に
お
い

て
交
付
さ
れ
た
金
銭
の
額
が
特
定
購
入
額
に
相
当

す
る
額
を
上
回
る
と
き
　
当
該
特
定
購
入
額
に
相

当
す
る
額

ロ
　
イ
に
該
当
し
な
い
と
き
　
当
該
二
以
上
子
会
社

等
実
施
返
金
措
置
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
金
銭

の
額

（
法
第
十
二
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
特
定
事
業
承

継
子
会
社
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
の
課
徴
金
の
額
の
減

額
等
の
特
例
）

第
十
七
条
　
法
第
十
二
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特

定
事
業
承
継
子
会
社
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
で
あ
っ

て
、
そ
の
う
ち
一
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に

つ
い
て
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
課
徴
金
の

額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
減
額
す
る

と
き
は
、
当
該
一
以
上
の
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
を

除
く
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
（
次
項
に
お
い
て
「
特

例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法

第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

課
徴
金
の
額
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
を

減
額
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

減
額
後
の
額
が
零
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
額
は
、
零

と
す
る
。

２
　
消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
係
る
課
徴
金
の
額
が

一
万
円
未
満
と
な
っ
た
と
き
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等

に
対
し
、
課
徴
金
の
納
付
を
命
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
長
官
は
、
速
や
か

に
、
当
該
特
例
特
定
事
業
承
継
子
会
社
等
に
対
し
、
文

書
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
課
徴
金
の
納
付
の
督
促
）

第
十
八
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
督
促
状
は
、
課
徴
金

の
納
付
の
督
促
を
受
け
る
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
課
徴
金
及
び
延
滞
金
を
納
付
す
べ
き
場
合
の
充
当
の

順
序
）

第
十
九
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金

を
併
せ
て
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
の
納
付

し
た
金
額
が
そ
の
延
滞
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る

課
徴
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納
付
し
た
金
額

は
、
ま
ず
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
課
徴
金
に
充
て
ら

れ
た
も
の
と
す
る
。

（
課
徴
金
納
付
命
令
の
執
行
の
命
令
の
方
式
等
）

第
二
十
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金

納
付
命
令
の
執
行
の
命
令
は
、
文
書
を
も
っ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
命
令
書
の
謄
本
は
、
課
徴
金
納
付
命
令
の
執

行
を
受
け
る
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証

明
書
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
開
示
要

請
に
係
る
手
続
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
要
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交

付
し
、
又
は
こ
れ
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
電
子
メ
ー

ル
の
利
用
者
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
）
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

の
番
号
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
差
止
請
求

関
係
業
務
に
お
い
て
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て

送
受
信
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
当
該
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

四
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
で
あ

る
旨

五
　
要
請
の
理
由

六
　
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
開
示
を
要
請
す
る

表
示

七
　
希
望
す
る
開
示
の
実
施
の
方
法

（
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協

定
又
は
規
約
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
様

式
第
七
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
認
定
申
請
書
正
本
及
び

副
本
各
一
通
並
び
に
当
該
協
定
又
は
規
約
の
写
し
二
通

を
、
公
正
取
引
委
員
会
又
は
消
費
者
庁
長
官
の
い
ず
れ

か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書

類
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
項
に
規
定
す
る
も
の
は
、

当
該
書
類
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
協
定
又
は
規
約
に
関
す
る
処
分
の
告
示
）

第
二
十
三
条
　
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協

定
又
は
規
約
の
認
定
の
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
が
あ
っ
た
旨

二
　
当
該
協
定
又
は
規
約
に
係
る
事
業
の
種
類

三
　
当
該
協
定
又
は
規
約
の
内
容

四
　
認
定
の
理
由

２
　
法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規

約
の
認
定
の
取
消
し
の
告
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
消
し
が
あ
っ
た
旨

二
　
当
該
協
定
又
は
規
約
に
係
る
事
業
の
種
類

三
　
取
消
し
の
理
由

（
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
協
定
又
は
規
約
の
認
定
を
受
け
た
も
の

は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る

べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
公
正
取
引
委
員
会
又
は
消

費
者
庁
長
官
の
い
ず
れ
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
公
正
取
引
委
員
会
又
は
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
す
る

資
料
の
作
成
）

第
二
十
五
条
　
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
公
正
取
引
委
員

会
又
は
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
す
る
資
料
は
、
日
本
語

で
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百

十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
廃

止
）

２
　
次
に
掲
げ
る
府
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭

和
三
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
二
号
）

二
　
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
の
認
定
の
申
請
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会

規
則
第
四
号
）

三
　
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
要
求
の
手
続
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
一

号
）

四
　
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す

る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令

（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
）

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示

防
止
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
協
定
又
は
規
約
の
認

定
の
申
請
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
協
定
又
は
規
約
認
定
申
請
書
正
本
及
び

副
本
各
一
通
並
び
に
当
該
協
定
又
は
規
約
の
写
し
二
通

は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
令
第

一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
八
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
一
四
日
内
閣
府
令
第

一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
八
日
内
閣
府
令
第

五
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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様
式
第
一
（
第
９
条
関
係
）

様式第一(第9条関係) 

課徴金対象行為に該当する事実の報告書 

年  月  日  

 消費者庁長官 殿 

氏名又は名称               

住所又は所在地              

代表者の役職名及び氏名          

連絡先部署名               

住所又は所在地(郵便番号)         

担当者の役職名及び氏名          

電話番号                 

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第9条の規定による報告を下記の

とおり行います。 

記 

1 報告する課徴金対象行為に該当する事実の概要 

(1) 当該課徴金対象行為に

係る商品又は役務 

 

(2) 当該課徴金対象行為に

係る表示 
ア 当該課徴金対象行為に係る表示の内容 

イ 当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の実際 

(3) 当該課徴金対象行為を

した期間 

  年 月 日から  年 月 日まで 

2 その他参考となるべき事項 

3 添付資料 

  表のとおり。 

番号 添付資料の標目 資料の内容の説明 備考 

    

    

    

以上 

 (記載要領) 

 1 報告する課徴金対象行為に該当する事実の概要 

  (1) 当該課徴金対象行為に係る商品又は役務 

    当該課徴金対象行為に係る商品又は役務が分かるように1(1)の欄に具体的に記載

する。 

  (2) 当該課徴金対象行為に係る表示 

   ア 当該課徴金対象行為に係る表示の内容 

     当該課徴金対象行為に係る表示の内容の記載に当たっては、当該課徴金対象行

為の内容が明らかになるように、1(2)アの欄に具体的に記載する。 

     当該表示が複数ある場合、それぞれを記載する。 

   イ 当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の実際 

     上記アの表示に対応する課徴金対象行為に係る商品若しくは役務の実際の内容

若しくは取引条件、又は同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者の商品若しくは役務の内容若しくは取引条件の実際を、1(2)イの欄に具

体的に記載する。 

  (3) 当該課徴金対象行為をした期間 

    当該課徴金対象行為を始めた日及びやめた日を1(3)の欄に記載する。 

    当該課徴金対象行為を始めた日が明確でない場合は、当該課徴金対象行為を行っ

ていたことが確実な日であって、最も古い日を記載し、「遅くとも」と付記する。 

    当該課徴金対象行為に係る表示が複数ある場合における当該課徴金対象行為を始

めた日については、そのうち最も古い日を記載する。 

 2 その他参考となるべき事項 

   例えば、当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の内容(特性等)、売上額、商流等、

参考となるべき事項を記載する。 

 3 添付資料 

  (1) 当該課徴金対象行為に係る商品又は役務に関する資料や当該課徴金対象行為に係

る表示に関する資料等、当該課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を表

に記載し、提出する。 

    日本語以外の言語で記載されている資料については、日本語の翻訳文又は関係部

分の抄訳を添付する。 

    例えば、当該表示に関する資料としては、①当該表示が商品、容器又は包装によ

る広告その他の表示である場合は当該商品、容器又は包装等、②その他の場合は当

該課徴金対象行為に係る表示を内容とするチラシ、パンフレット、ポスター、新聞

紙、雑誌等の写し(テレビ放送による表示であるときは映像を録画し音声を録音した

もの、ウェブサイトにおける表示であるときはウェブサイトのページを印刷等した

もの)等が考えられる。 

  (2) 前記1及び2に記載した事項のうちいずれかの事項の内容を示す資料であるかが分

かるように、例えば、前記1(3)に記載した事項の裏付けとなる資料には「1―(3)」

という番号を「備考」に記載する。 

 (その他一般的な注意事項) 

 1 代理人により本報告書を作成する場合は、報告者の氏名又は名称及び住所又は所在地

並びに代理人による報告である旨及び代理人の氏名を記載する。この場合においては、

併せて委任状を添付する。 

 2 記載事項について書き切れない場合は、適宜別紙に記載する。 

 3 本報告書には頁番号を記載する。 

 4 本報告書を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、誤送信することのないよう

にする。 

 5 用紙の大きさは日本産業規格A4とする。 

様
式
第
二
（
第
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様式第四（第14条関係）（令元内府令17・令2内府令87・一部改正） 認定実施予定返金措置計画の変更認定申請書 年月日 消費者庁長官殿 氏名又は名称 住所又は所在地 代表者の役職名及び氏名 連絡先部署名 住所又は所在地（郵便番号） 担当者の役職名及び氏名 電話番号 年月日付けで認定を受けた実施予定返金措置計画について、下記のとおり変更したいので、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）第10条第6項の規定に基づき、変更の認定の申請を行います。 記 1変更事項 2変更事項の内容 変更前変更後 3変更理由 4添付資料 以上 （記載要領） 1変更事項 認定実施予定返金措置計画のうち変更をする事項を記載する。 2変更事項の内容 変更前と変更後を対比して記載する。その際、変更した部分については下線を引く。 3変更理由 認定実施予定返金措置計画の変更が必要となった理由を具体的に記載する。 4添付資料 不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）第10条第9項の規定による認定の通知に係る資料の写しその他変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料を添付する。 日本語以外の言語で記載されている資料については、日本語の翻訳文又は関係部分の抄訳を添付する。 （その他一般的な注意事項） 1代理人により本申請書を作成する場合は、申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに代理人による報告である旨及び代理人の氏名を記載する。この場合においては、併せて委任状を添付する。 2記載事項について書き切れない場合は、適宜別紙に記載する。 3本申請書には頁番号を記載する。 4本申請書は、認定実施予定返金措置計画に記載された実施期間の終了日までに消費者庁長官に提出する。 5用紙の大きさは日本産業規格A4とする。 
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